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○議事日程〔 第３号 〕 

 １２月１５日（木曜日）午前１０時 開会 

 ※開議宣告 

日程第１  第６４号議案から第７４号議案までに 

      ついて委員長報告 

      （質疑・討論・表決） 
日程第２  第７５号議案上程 

      （提案理由説明・質疑・討論・表決） 
日程第３  意見書案第６号から意見書案第８号ま 

      で上程 

      （提案理由説明・質疑・討論・表決） 

日程第４  議員派遣の件について 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ    

 

○出席議員（２０名） 

１  番 土 谷 信 也 
２ 番 近 藤 紀 男 
３ 番 成 重 博 文 
４  番  安 達    隆 
５  番    山  田  秀  夫 
６  番  松 本 博 彰 
７ 番   中山田  健  晴 
８  番    河  野  徳  久 
９  番    明 石 光 子 

１０ 番 土 谷   力 

１１  番    村 上 和 人 
１２  番    鴛  海  政  幸 
１３  番    安  東  正  洋 
１４  番    北 崎 安 行 
１５  番    川 原  直 記 
１６  番    河  野  正  春 
１７  番    山 本 博 文 
１８  番    菅    健 雄 
１９  番    徳 永   浄 
２０  番    大  石  忠 昭 

 
○欠席議員（０名） 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長   安 藤 隆 治 

主幹兼議事係長   清 水 栄 二 

 

 

庶 務 係 長    次郎丸 浩 一 

副  主  幹    岩 本   力 
 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長   永 松 博 文 

副  市  長   鴛 海   豊 

会計管理者兼市参事兼会計課長  

            奥 田 秀 穂 
市参事兼総務課長     桒 原 茂 彦 

市参事兼企画政策課長   宮 崎 敦 夫 
市参事兼情報推進課長   中 嶋 栄 治 

市参事兼財政課長      増 田 正 義 
市参事兼農林振興課長   井 上 晃 一 
市参事兼福祉事務所長   野 村 信 隆 
市参事兼消防長   門 岡 博 通 
税 務 課 長   渡 辺 功 司 
保 険 年 金 課 長   佐 藤   清 
子育て・健康推進課長   甲 斐 智 光 
人権・同和対策課長     伊 東 文 夫 
環 境 課 長   都 甲 賢 治 

商 工 観 光 課 長   佐 藤 之 則 
農 地 整 備 課 長   新 田 千代蔵 
建  設  課  長   筒 井 正 之 
都 市 建 築 課 長     河 野 義 雄 
上 下 水 道 課 長      近 藤 博 人 
地域総務二課長兼水産・地域産業課長 
     渡 邊 和 幸 
主幹兼総務法規係長     佐々木 真 治 
秘 書 広 報 係 長     丸山野 幸 政 

  
教育庁 

教  育  長    河 野   潔 
総 務 課 長   安 東 良 介 
学 校 教 育 課 長   瀬 口 卓 士  

 

○議長（村上和人君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

○議長（村上和人君）  日程第１、第６４号議案か

ら第７４号議案までを一括議題といたします。 

 これより委員長の報告を求めます。 

 総務委員長、安達 隆君。 

○総務委員長（安達 隆君）  おはようございます。 

 総務委員長報告を行います。 
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 去る１２月９日、総務委員会を開会し、本会議か

ら付託されました議案６件の審査を終了いたしまし

たので、その結果を報告いたします。 

 第６４号議案、平成２３年度豊後高田市一般会計

補正予算（第４号）の内、本委員会に付託された部

分ですが、今回の補正は、地域総合整備資金貸付事

業費、生活保護費、予防接種事業費、通学支援対策

事業費、一般職職員の人事異動等に伴う人件費の調

整分などが計上されています。 

 財源については、国庫支出金、県支出金、繰越金

及び市債で措置されています。 

 補正額は、２億７６５万６，０００円の増額で、

補正後の予算総額は、１４６億８，５８８万４，０

００円となっています。 

 歳出予算の内容については、総務費では、本年８

月に大分北部中核工業団地へ立地表明した「株式会

社土屋製作」に対し、ふるさと融資制度を活用した

融資を行う地域総合整備資金貸付事業費、勧奨退職

に係る職員の退職手当などが計上されています。 

 消防費では、消防団員の公務災害に伴う補償を目

的とした消防団員等公務災害補償等共済基金が先の

東日本大震災により枯渇したため、負担金の追加に

伴う経費が計上されています。 

 その他、一般職職員の人事異動等に伴う人件費の

調整が行われています。 

 次に、地方債の補正については、地域総合整備資

金貸付事業ほか２件の追加、及び新図書館蔵書整備

事業の変更を行っています。 

 本議案については、反対の討論がありました。 

 審査の結果、第６４号議案の内、本委員会に付託

された部分については、採決の結果、賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第６７号議案、平成２３年度豊後高田市ケーブル

ネットワーク事業特別会計補正予算（第２号）は、

ケーブルネットワーク事業管理及びケーブルテレビ

施設整備事業に係る補正、また、一般職職員の人事

異動等に伴う人件費の調整が行われています。 

 補正額は、１，４４８万１，０００円の増額で、

補正後の予算総額は、５億１２８万６，０００円と

なっています。 

 また、ケーブルテレビ施設整備事業の事業実施期

間が複数年度となることから、債務負担行為の設定

が行われています。 

 第６８号議案、過疎地域自立促進計画の変更につ

いては、本文の変更、新規事業の追加及び既存事業

の削除により、計画の一部を変更するため議決を求

められるものです。 

 第６９号議案、工事請負契約の変更については、

平成２１年４月に契約を締結し、平成２３年度まで

の間で執行中の豊後高田市ケーブルテレビ施設整備

工事において、本年７月の完全地上波デジタル移行

に伴う本年度全体工事等の増加により、契約金額の

変更が必要となったことから変更請負契約を締結す

るもので、今回の変更により契約金額が１億５，０

００万円以上となったため、議決を求められるもの

です。 

 第７１号議案、豊後高田市議会の議員その他非常

勤職員の公務災害補償等に関する条例及び豊後高田

市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

は、障害者自立支援法の一部改正に伴い、所要の規

定の整備を行っています。 

 審査の結果、第６７号議案から第６９号議案まで、

及び第７１号議案については、提案の趣旨を認め、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 第７２号議案、豊後高田市職員の給与に関する条

例の一部改正については、大分県人事委員会の勧告

等を勘案し、一般職に属する職員の給料の額の改定、

及び労働基準法の改正に伴い、一月４５時間を超え

る時間外勤務に係る所要の規定の整備を行っていま

す。 

 本議案については、反対の討論がありました。 

 審査の結果、第７２号議案については、採決の結

果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 以上で、総務委員会審査結果の報告を終わります。 

○議長（村上和人君）  社会文教委員長、明石光子

君。 

○社会文教委員長（明石光子君）  おはようござい

ます。 

 社会文教委員長報告を行います。 

 去る１２月１２日、社会文教委員会を開会し、本

会議から付託されました議案４件の審査を終了いた

しましたので、その結果を報告いたします。 

 第６４号議案、平成２３年度豊後高田市一般会計

補正予算（第４号）の内、本委員会に付託された部

分ですが、歳出予算の内容としては、総務費では、

平成２２年度事業における精算金として、児童福祉

費、社会福祉費等の国・県支出金精算償還金が計上

されています。 
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 民生費では、災害時において要援護者を支援する

ための要援護者情報を一元管理する高齢者等地域支

え合い体制づくり支援事業費、生活保護費増額に伴

う経費が計上されています。 

 衛生費では、子宮頸がん予防ワクチン接種委託料

増額に伴う経費が計上されています。 

 教育費では、都甲小学校で使用しているスクール

バスの更新を行う通学支援対策事業費等が計上され

ています。 

 また、図書館蔵書整備事業費へ地方債を充当する

ことから、それに伴う財源更正が行われています。 

 その他、一般職職員の人事異動等に伴う人件費の

調整が行われています。 

 審査の中で委員より、都甲小学校のスクールバス

の更新、地域福祉見守り台帳システムの構築、生活

保護の基準等について、４名の委員より質疑が出さ

れ、それぞれ執行部より詳しく説明を受けました。 

 審査の結果、第６４号議案の内、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第７０号議案、財産の取得については、新図書館

に所蔵する図書の取得について議決を求められるも

のです。 

 審査の中で委員より、今回１万２６２冊の購入だ

が、本の選書についてはどのように行ったのか。と

いう質疑が出され、執行部より次のように説明があ

りました。 

 本の選書については、基本計画を基に策定した「豊

後高田市新図書館資料収集基準」を設け、それに基

づいたリストからの選書が中心である。それ以外に

も、インターネット上の図書に関する情報や出版社

の書籍案内などを参考に選書している。また、ブッ

クフェアーなどに参加し、現物を見て選書したもの

です。関係職員、司書等７名で構成する「選書委員

会」を設けており、収集基準に基づいて幅広く選書

を行い、この数を決定しました。 

 また他の委員より、今回購入以外に残り６万冊購

入予定だが、今回の光をそそぐ交付金はどのくらい

使えるのか。という質疑が出され、執行部より次の

ように説明がありました。 

 光をそそぐ交付金については、今回の財源充当分

だけです。あとの購入財源については、過疎債のソ

フト事業分を充当していきたいと考えている。 

 また他の委員より、入札に市外の方を入れると取

得金額が下がるのではないか。という質疑が出され、

執行部より次のように説明がありました。 

 検討を重ねた結果、地域経済の活性化、公平性の

観点等を重視して、地元の組合と契約を行いたい。

書籍については、単価が定められており、再販売価

格維持制度で全国統一された取引がなされていると

いうこともあって、地元の組合と契約を行いたいと

いう基本的な考え方によるものです。 

 第７３号議案、豊後高田市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部改正については、災害弔慰金の支

給等に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の

整備が行われています。 

 第７４号議案、豊後高田市立学校設置条例の一部

改正については、香々地小学校と三重小学校を統合

することに伴い、所要の規定の整備が行われていま

す。 

 以上審査の結果、第７０号議案、並びに第７３号

議案及び第７４号議案については、提案の趣旨を認

め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 以上で、社会文教委員会審査結果の報告を終わり

ます。 

○議長（村上和人君）  産業建設委員長、中山田健

晴君。 

○産業建設委員長（中山田健晴君）  おはようござ

います。 

 産業建設委員長報告を行います。 

 去る１２月１３日、産業建設委員会を開会し、本

会議から付託されました議案３件の審査を終了いた

しましたので、その結果を報告いたします。 

 第６４号議案、平成２３年度豊後高田市一般会計

補正予算（第４号）の内、本委員会に付託された部

分ですが、歳出予算の内容としては、災害復旧費で

は、本年６月の梅雨前線豪雨による田染相原地区の

市道及び本年９月の台風１５号による真玉漁港護岸

の災害復旧を行う現年発生公共土木施設等補助災害

復旧費が計上されています。 

 その他、一般職職員の人事異動等に伴う人件費の

調整が行われています。 

 審査の結果、第６４号議案の内、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第６５号議案、平成２３年度豊後高田市公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）は、一般職職員

の人事異動等に伴う人件費の調整が行われています。 

 補正額は、６２０万円の減額で、補正後の予算総
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額は、８億１，１２０万１，０００円となっていま

す。 

 第６６号議案、平成２３年度豊後高田市特定環境

保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

一般職職員の人事異動等に伴う人件費の調整が行わ

れています。 

 補正額は、５万円の減額で、補正後の予算総額は、

２億２，６１６万５，０００円となっています。 

 審査の結果、第６５号議案及び第６６号議案につ

いては、提案の趣旨を認め、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上で、産業建設委員会審査結果の報告を終わり

ます。 

○議長（村上和人君）  以上で委員長の報告を終わ

ります。 

 これより、ただ今の委員長の報告に対する質疑に

入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  質疑なしと認め、質疑を終

結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  皆さん、おはようござい

ます。日本共産党の大石忠昭君でございます。 

 私は、第６４、７２号議案について反対討論をい

たします。 

 ６４号一般会計補正予算でありますが、補正予算

すべて反対というわけではありません。市民の要求

が一定程度反映されている予算は当然賛成でありま

すが、一部同意できませんので指摘をし、反対をい

たします。 

 一つは、７２号議案との関連で、市職員の給与削

減の関連予算について反対であります。その理由に

ついては後ほど詳しく述べます。 

 二つは、企業誘致に伴う１億５，０００万円の補

正予算であります。総務委員会で審議をしましたが、

無利子で１０年間貸し付けようとしている企業は、

操業当時は１４人の雇用を予定をし、将来的には３

０人規模に増やすということでありますが、審議の

中でいつの時期になったら３０人規模にする約束を

しているのか、また市長と企業が交わしている企業

立地に伴う協定などについてどうなっているのかな

ど質問しましたけれども、担当課長はそれすら掌握

していないありさまでありました。将来的に豊後高

田市のために経済的な効果がどう発揮されるのか疑

問であり、このような状況で１億５，０００万円を

無利子で貸し出すことには反対であります。 

 次は、第７２号議案、市職員の給与に関する一部

改正議案についてであります。人事院勧告や大分県

人事院の勧告に基づいて、国、県に準じて賃金など

を引き下げる条例改定でありますが、その内容は５

０歳代を中心に４０歳以上が賃下げの対象で、賃金

の改定率はマイナス０．２３パーセントになります

けれども、賃下げはご承知のように３年連続であり

ます。いま、日本経済は長期にわたって家計内需が

低迷をし、国民総生産が１０年前よりも縮小すると

いう異常事態に落ち込んでいます。なぜそうなった

んでしょうか。世界にも例のない賃下げの異常事態

であります。国税庁の調査では１９９８年以降、民

間企業の下落が続いています。この間の給与所得者

数は横ばいに、給与総額が２８億円も減りました。

２８億円も内需が縮小したわけであります。その一

方で、大企業はご承知のように２４４兆円もの内部

留保を貯蓄をため込んでおり、この過剰な貯蓄を社

会に循環させる経済構造に転換していくことが強く

求められています。 

 公務員は、憲法第１５条によって住民の奉仕者と

しての役割が規定されています。また、地方公務員

法第２４条では、職員の給与はその職務と責任に応

じるものでなければならないと規定されています。

本来、その役割にふさわしい給与規定であるべきな

のに、民間給与との比較検討を大きな要因として引

き下げを行うことは大きな矛盾があります。市職員

の賃金引き下げは民間労働者の賃下げ圧力につなが

り、際限なき賃下げの悪循環を生むものであります。

いま、内需拡大が求められている時に、職員の給料

を引き下げることは、さらに消費を冷え込ませる、

景気を悪化させることの恐れがあります。このよう

な給与削減は本市では消費、購買力の低下をさせ、

地域経済にとっても大きな悪影響が出ることは明ら

かであり、景気対策としては逆行するものでありま

す。 

 今年３月１１日に発生した東日本大震災で、国・

地方問わず公務員が命がけで人命救助や震災復興の

先頭に立って頑張る姿が新聞、テレビなどで報道さ

れ、献身的なその姿に多くの国民が感動を覚えたの

ではないでしょうか。本市からも、市職員を派遣を

し、被災地救援活動を行い、被災地の皆さんからも
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支援に対する感謝が報告されています。いざという

時に頼りになる公務員という認識がいま全国に広

がっているんではないでしょうか。それなのにいま、

今回この職員の給料を引き下げること、しかも３年

連続引き下げについては、私は反対であります。 

 また、今回の給与引き下げ対象には市長をはじめ

とする特別職、市会議員は入っておりません。市職

員の賃金だけを引き下げる、この第７２号議案は市

民や市職員の理解を得られるものではないと指摘し

ておきたいと思います。 

 よって、議員各位に賛同を求め、討論を終わりま

す。 

○議長（村上和人君）  以上で、通告による討論は

終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

 （「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  これにて討論を終結いたし

ます。 

 ただ今から採決に入ります。 

 初めに、第７４号議案を起立により採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案については、地方自治法第２４４条の２第２

項の規定に基づく「公の施設のうち条例で定める特

に重要なものの廃止」にあたるので、出席議員の３

分の２以上の賛成を必要といたします。 

 出席議員は２０人であり、その３分の２は１４人

です。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

 （起立者３分の２以上） 

○議長（村上和人君）  ただ今の起立者は３分の２

以上です。 

 よって、第７４号議案については、原案のとおり

可決されました。 

 次に、お手元に配付の採決表により採決いたしま

す。 

 おはかりいたします。 

 お手元に配付してあります採決表の中で、一括採

決するものの内、反対のありました第６４号議案及

び第７２号議案を除く各議案は、委員長の報告のと

おり決することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、採決表の中で一括採決するものの内、第

６４号議案及び第７２号議案を除く各議案は、委員

長の報告のとおり決定をいたしました。 

○議長（村上和人君） 次に反対のありました第６

４号議案について、起立により採決いたします。 

 おはかりいたします。 

 第６４号議案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立多数） 

○議長（村上和人君）  起立多数であります。 

 よって、第６４号議案は委員長の報告のとおり決

定をいたしました。 

 次に、反対のありました第７２号議案について、

起立により採決いたします。 

 おはかりいたします。 

 第７２号議案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立多数） 

○議長（村上和人君）  起立多数であります。 

 よって、第７２号議案は委員長の報告のとおり決

定をいたしました。 

○議長（村上和人君）  日程第２、第７５号議案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  提案理由のご説明を申し上

げます。 

 第７５号議案は、人権擁護委員の推薦についてで

ございまして、平成２４年３月３１日をもって任期

が満了する人権擁護委員の後任として、福光治子氏

を推薦することについて、意見を求めるものでござ

います。 

 何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和人君）  おはかりいたします。 

 本案については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、第７５号議案については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  第７５号議案に質疑をい
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たします。 

 前任者が任期満了で新しい方を推薦するというこ

とであり、女性から選ぶということで、私は基本的

には賛成しますが、質疑としては豊後高田市におい

て人権擁護委員がどのような役割を果たしているの

か。人権問題というのは、最近相当少なくなってい

ると思うんですけれども、１年間でどういうような

事例があって、人権委員さんの果たす役割というの

はどういうことなのか、市民にわかるように説明し

てもらいたいと思います。 

○議長（村上和人君）  市参事兼総務課長、桒原茂

彦君。 

○市参事兼総務課長（桒原茂彦君）  それでは、大

石議員のご質問にお答えします。 

 基本的なものについてお答えをいたします。 

 人権擁護委員の職務といたしましては、自由人権

思想に関する啓蒙及び宣伝を行うことと、主なもの

は人権審判事件につきまして、その救済のため調査

及び情報の収集を行い、そういった事例がありまし

た場合については、関係機関への勧告等、適切な措

置を講ずることとなっております。また、貧困者に

対しまして訴訟援助、その他人権擁護のための適切

な救済方法等を講ずること、そういったことが主な

委員の職務となっております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和人君）  ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  どういう役割を果たすか

というのは、法律で位置づけられていることはもう

ご承知のとおりなんですよ。私が聞いたのは、豊後

高田市において１年間で、どういうような事例が起

こっており、任期期間中には実際に人権擁護委員と

してどういう役割を果たしてきたんですかと、いま

まで。この人がいまから果たすんじゃない、いまま

で事例で、次から次から入れ替わっているんですけ

れども、どういう役割を果たしているんか、事例そ

のものが少なくなっているんじゃないですかという、

ないことがいいわけやけどね。その辺、実態はどう

なんですかという質問なんですよ。 

○議長（村上和人君）  市参事兼総務課長、桒原茂

彦君。 

○市参事兼総務課長（桒原茂彦君）  大石議員のご

質問にお答えします。 

 大きい相談なり事例等についてはございません。 

 以上です。 

○議長（村上和人君）  ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  大きい事例は大方で何年

ぐらいないのか、小さい事例ならやっぱ会議を開い

て議論するようなことがあったのかということを聞

きたいんですよ。そういうのもないんじゃないんで

すか。 

○議長（村上和人君）  市参事兼総務課長、桒原茂

彦君。 

○市参事兼総務課長（桒原茂彦君）  大石議員の再々

質問にお答えします。 

 私どもとしては、現在時点では把握できておりま

せん。 

 以上です。 

○議長（村上和人君）  ほかに質疑はありませんか。   

 （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  討論なしと認め、討論を終

結したします。 

 これより、第７５号議案を採決いたします。 

 本案は、これに同意することにご異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、第７５号議案についてはこれに同意する

ことに決しました。 

○議長（村上和人君）  日程第３、意見書案第６号

から意見書案第８号までを一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ４番、安達 隆君。 

○４番（安達 隆君）  それでは、意見書案第６号

「協同労働の協同組合法（仮称）の速やかな制定を

求める意見書（案）」について提案理由の説明を申し

上げます。 

 現在の日本社会における労働環境の大きな変化の

波は、働くことに困難を抱える人々を増大させ、深

刻な社会問題となっています。また、近年の急速な

構造改革により、経済、雇用、産業などの様々な分

野や地域間において格差が生じ、とりわけ労働環境

の問題は深刻さを増しています。 

 失業と合わせて、「ワーキングプア」、「ネットカフェ

難民」、「偽装請負」などの新たな貧困と労働の商品

化が広がっています。 
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 こうした中、市民自身が協同で地域に必要なサー

ビスを事業化し、社会に貢献する喜びや尊厳を大切

にして働き、人と人とのつながりとコミュニティの

再生を目指す「協同労働」という新しい働き方が注

目されています。地域社会においても、自由競争を

前提とした経済システムの中では成り立ちにくい「安

全な食、高齢者支援、子育て支援、環境保全、障が

い者の就労」などに関する非営利事業へのニーズが

飛躍的に高まっている状況にあります。また、労働

者協同組合、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワー

カーズ、障がい者団体などにおいて、多くの人々が

この「協同労働」に携わっており、その波は日本社

会に着実に広がりつつあります。 

 しかしながら、日本は、「協同労働」の協同組合制

度を承認する他の各国と異なり、働く人、利用者及

び支援者が協同して新しい本業とその経営組織を生

み出し、また、振興するための法制度がない状況に

あります。 

 つきましては、社会の実情を踏まえ、市民活動と

いう側面のみならず、新しい労働のあり方や就労の

創出、地域の再生、少子・高齢化社会に対応する有

力な制度として、「協同労働の協同組合法（仮称）」

を速やかに制定するよう、国の関係機関へ意見書を

提出していただきますよう要望します。 

 以上、本意見書案については、議員各位のご協賛

を賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（村上和人君）  １０番、土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  それでは、意見書案第７

号「３５０万人のウィルス性肝炎患者の救済に関す

る意見書」について、提案理由の説明を申し上げま

す。 

 わが国にはＢ型・Ｃ型肝炎感染者・患者が３５０

万人もおり、その大半は、集団予防接種における針・

筒の使い回しなどによる感染、国の責任による医原

病とされています。 

 平成２０年１月、一定の要件を満たす薬害Ｃ型肝

炎被害者にのみ、裁判手続きを経て国が給付金を支

払う「薬害肝炎救済特別措置法」が制定されました

が、被害者の多くがカルテの保存義務の５年が過ぎ

て発症するため、救済特措法の対象から除外されて

おり、手術記録、母子手帳等の書面などにより、広

く救済する枠組みにしないと救済されないのが実態

であります。 

 こうした中、Ｂ型・Ｃ型肝炎感染は国の責任であ

ると明記し、肝炎患者の救済、肝炎対策を国の責務

と定めた「肝炎対策基本法」が平成２１年１２月に

制定されましたが、その後発表された「基本指針（案）」

では全ての肝炎患者を救済する対策は具体化されま

せんでした。 

 つきましては、肝炎対策基本法に基づく救済を図

り、また、救済特措法に基づいて救済枠を広げるた

め、次の七つの事項について、要望するものでござ

います。 

１．肝炎対策基本法をもとに、患者救済に必要な法

整備、予算化を進め、全患者の救済策を実行するこ

と。 

２．「救済特措法」の延長と同時に救済の枠組みを広

げ、カルテ以外の記録、医師らの証明、患者・遺族

の記憶・証言などをもとに、特定血液製剤使用可能

性のあるＣ型肝炎患者も救済すること。 

３．集団予防接種が原因とされる全てのＢ型肝炎感

染被害者の救済策を等しく講じること。 

４．肝庇護薬、検査費用、通院費への助成をはじめ、

肝炎治療費への支援、生活保障を行うこと。基本法

が定めた肝硬変・肺がん患者への支援策を進めるこ

と。 

５．ウィルス性肝炎の治療体制・治療環境の整備、

治療薬・治療法の開発促進、治験の迅速化などをは

かること。 

６．医原病であるウィルス性肝炎の発症者・死亡者

に一時金もしくは健康管理手当などを支給する法制

度を確立すること。 

７．肝炎ウィルスの未検査者、ウィルス陽性者の未

治療者の実態を調査し、早期発見・早期治療につな

げる施策を講じるとともに、ウィルス性肝炎への偏

見差別の解消、薬害の根絶をはかること。 

 以上、国の関係機関へ要望をするため、地方自治

法第９９条の規定に基づく意見書として、提出して

いただきますようお願いするものでございます。 

 議員各位のご協賛を賜りますよう、お願い申し上

げます。 

 それでは、意見書案第８号「郵政改革法案の早期

成立を求める意見書」について、提案理由の説明を

申し上げます。 

 これまで郵便局は、地域社会において、「情報」「安

心」「交流」の拠点としての役割を担っており、特に

過疎地域を多く抱える当豊後高田市においては、地

域住民の利便性の増進等に大きく貢献してきました。 

 さらに、当市は全国に先駆け行政サービスの一部

（住民票、印鑑証明、所得証明等の交付事務）を市
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内郵便局で提供するなど、住民情報提供端末の設置

により、山村部での住民情報の利用・取得のため郵

便局と提携した取り組みをしています。 

 ところが、平成１９年１０月、郵便・貯金・保険

のいわゆる郵政三事業は民営・分社化され、郵便配

達の社員に貯金・保険の取り扱いを依頼できないこ

とや、郵便局へ郵便物の再配達依頼ができないこと、

各種の手数料が上がったことなど、地域住民から不

満の声が多く寄せられています。 

 また、現行の郵政民営化法には、郵便事業は、全

国一律のサービスを維持することが明記されていま

すが、金融ユニバーサルサービスは担保されていな

いため、将来的に、貯金・保険のサービスが提供さ

れない郵便局が現れ、公益性、地域性が失われる恐

れがあります。 

 これらの不安を解消するため、昨年４月に郵政改

革法案が閣議決定され、通常国会に提出されました

が、以後、秋の臨時国会、通常国会と未だ成立して

おらず、たなざらしの状態が続いています。この間

も郵便事業における経営不安など報道されていると

ころであります。 

 全国２万４，０００郵便局のネットワークは国民

共有の財産であり、生活に必要不可欠なライフライ

ンでもあります。それを今後も維持し、さらに地域

社会が有効活用していくためにも、一刻も早い郵政

改革法案の成立を求めるものでございます。 

 以上、国の関係機関へ要望をするため、地方自治

法第９９条の規定に基づく意見書として、提出して

いただきますようお願いするものでございます。 

 議員各位のご協賛を賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○議長（村上和人君）  おはかりいたします。 

 本案については委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第６号から意見書案第８号まで

については、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  日本共産党の大石であり

ます。私は、意見書案第８号、郵政改革法案の早期

成立を求める意見書について、提案者に質疑をした

いと思います。 

 前半に書かれているように、小泉内閣が郵政民営

化を強行しました。いま、住民の間でいろいろ不満

があることはご承知のとおりであります。しかし、

問題はいまだに法案が成立しないのはなぜかという

問題です。土谷議員は提案されましたが、今回継続

審査になっておりますこの郵政改革法案について、

早く成立を求めるということですけれども、なぜ継

続審査になって、まともに審議をされないまま継続

審査になっているというように認識をされているの

か、ここで意見書を可決すれば早く成立するという

ことになるというような理解なのかが一つ。 

 二つ目は、確かにここに書いてあるように、郵便、

貯金、保険のいわゆる郵政三事業が民営化されまし

た。それぞれ株式会社に三つに分かれました。本当

に全国一律サービスが廃止されたという大問題なん

です。ところがこの法案が、いま出されている法案

が本当に全国一律サービスが保証できるような内容

だというように土谷議員はお考えでしょうか。法律

を見たことがあるんでしょうか。その辺ちょっと説

明してください。 

○議長（村上和人君）  １０番、土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  質問にお答えいたします。 

 この意見書、この郵政改革法案がなぜ継続審議に

なっているかにつきましては、私自身が国政に参加

しておりませんので、よくわかりません。 

 それから、分割法案の小泉改革に対しての法案が

これで解消してしまうかということに対しても、こ

の法案を抜粋では見ておりますけども、全体を、案

を見ておりませんので、私が意見を申し述べること

はできません。 

○議長（村上和人君）  ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  という説明がありました

けれども、それで皆さんが「はい、もう出されたも

のですから、賛成」ということになるんでしょうか。

いまの、現在の郵政民営化問題、これは大問題です

よね。どう変えるかが問われる問題と思うんです。

だから、同じ意見書を出すならば、我々国民の立場

に立って、どういうように改革をしようというよう

な意見書に、普通の意見書やったら１、２、３と書

きますよ。加えて、豊後高田市の議会としては、市

民の声を代弁してこういうようにいまの法律を変え

るべきじゃないかというように出さないと意味がな

いんじゃないですか。なぜ継続審査になったのかわ
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からないで、とにかく出したものを、民主党政権が

出したものをとにかく賛成しない自民党が公明党が

悪いんだと、あとの党が悪いんだということだけで、

ここの自民党系の議員がはいはい結構でございますっ

てなったら、これは国政と地方政治が大きな矛盾点

にもなるとも思うんですよね。 

 よって、再質問をしますので正確に答えてくださ

い。いいですか。 

 一つは、金融サービスが、この全国一律サービス

が廃止されているんですよ。この法案、いま国会に

出されている法案ではそれが復活されるというよう

にあなたは考えますか。私はいまの法案はそうなっ

ていないと思うんですよ。だから、改革するという

んならば金融サービスは全国一律サービスが廃止さ

れたんだから、これを完全復活するというようにはっ

きりしなくてはならないと思うんですけど、その辺

はどうなのかね。 

 二つ目は、いま三つの株式会社になっているんで

すけれども、これを１本にすることですよ。本当に

１本にして公営化することだと思うんですけれども、

そうなっているのか。でないと、単なる見直しでは

国民との矛盾は解決しないと思うんです。 

 やっぱり三つ目は、公共の福祉という立場に立た

んと利潤優先では本当の改革はできないと思うんで

すけど、そうなっている、いまの法案はなっていな

いと思うんですけれども、なすようにすべきと思い

ますけれども、意見書にはそういうことを書き込む

べきじゃないんでしょうか。 

○議長（村上和人君）  １０番、土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  お答えします。 

 これ、私に個人的な見解を求められても困ります

ので、回答できませんので。 

○議長（村上和人君）  ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  議長、議事進行なんです

けども、いまのは答弁として認められますか。提案

した人に、提案者に質疑したことに対していまの回

答と思いますか。個人で出したんじゃないんですか。

議員が提出した議案でしょう、議員に質問しないで

民主党本部に質問するわけにはいかんわけでしょう。

そうやないんですか。ちゃんと答弁させてください。

それじゃなかったら引っ込めなさい。答弁ができん

のであれば。提案者の提案の考え方を聞いておるの

に、それを述べられんかえ。答弁せんということが

できるかえ。 

○議長（村上和人君）  １０番、土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  全国一律に、今度出す郵

政改革法案が一律の義務づけになってしまうかとい

うことについては、基本的には郵政事業の義務化が

定められていますが、郵便局と簡保は義務づけられ

ていません。それを、義務づけられることによって、

三事業のつながりが出てくると、そういう点ではわ

かるんですけども、大石議員の言われるように実際

になるかということになりますと、それは私では言

えないと言っているわけです。 

 終わります。 

○２０番（大石忠昭君）  議長、再質疑をします。

再々質疑を。 

○議長（村上和人君）  ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  それでは、最後の質疑に

なりますので、この意見書に具体的に、例えば前の

７号議案については１、２、３、４、５、６、７と

いうふうに項目があるでしょう。こういうように３

項目を明記することはできないかと。こういうよう

に改革せいと。その一つは、廃止された金融を全国

一律サービスに復活すると。二つ目は、三つに分散

している３分化を１社体制に戻すと。三つ目は公共

の福祉の増進を目的とする公営事業体とすると。そ

れをそういうように書き、法改正を求めるというふ

うにしたらいいと思うんですけどもどうでしょうか。 

○議長（村上和人君）  １０番、土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  この意見書案は、郵政改

革法案の早期成立を求めるものでありますので、そ

ういう項目は必要ないと思っておりますし、一々の

１本化するとかいろんなことは要らない。早期成立

を求めたい、これが趣旨でございます。 

 終わります。 

○議長（村上和人君）  ほかに質疑はありませんか。 

 （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  日本共産党の大石であり

ますが、私は意見書の第６号には賛成討論をし、第

８号には反対討論をいたします。 

 ご承知のように、労働者を取り巻く状況が非常に

深刻な事態にありまして、いまも国会で法案を出し

ておりますけれども、結局継続審査になりましたけ

れども、今回この意見書でありますのは、新たに協
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同労働の協同組合法を速やかに制定を求めようとい

うことで、運動団体が国会議員にもそれぞれあたり

まして、相当多くの国会議員も賛同しておりますし、

全国の自治体でもこの意見書を可決しておりまして、

豊後高田市はいよいよ一番最後になりました。当然

いまのこの社会の状況を踏まえた場合には、この新

しい法律をつくって、やはり労働者を守る、市民生

活を守るようにすべきであり、ぜひ皆さんの賛同を

求めて賛成討論といたします。 

 次が、第８号についてでありますけれども、これ

はいまの国会で継続審査になりました。国会で継続

審査になりましたこの郵政改革法案は、小泉内閣の

郵政民営化によって廃止された金融の全国一律サー

ビス及び郵便、貯金、簡保の全国一律サービスの義

務づけの回復をうたい文句にしていますけれども、

実際にその中身はそれを補償するものになっていま

せん。 

 法案では、郵政持ち株会社や郵政事業会社、郵便

局会社を統合した新日本郵政株式会社に金融の全国

一律サービスを課するとしていますけれども、新日

本郵政株式会社も郵便局に金融サービスを提供して

いるゆうちょ銀行も簡保生命も、採算性を度外視し

たサービス提供は困難な利潤追求の株式会社であり

ます。そして、ゆうちょ銀行も簡保生命も銀行法、

保険業法上の民間会社であるために、そもそも全国

一律サービスの義務づけはなく、その実施は実情無

理なことであります。つまり利潤追求な株式会社に

対して、採算がとれない地域への金融の全国一律サー

ビスを義務づけようという、この法案の制度設計そ

のものに根本的な矛盾があります。 

 また、仮に新日本郵便株式会社に金融の全国一律

サービスを義務づけたとしても、この会社が保有す

る金融２社の株式は３分の１程度にしか過ぎません。

全国一律サービスの義務に基づく経営方針をその金

融２社に徹底することは困難であります。結局この

法案は郵政民営化見直しと言いながら、看板倒れで

あります。さらに、郵政改革法案は、ゆうちょ銀行

の預入限度額の引き上げ、新規事業の拡大を掲げて

いますけれども、地域金融、地域経済に混乱を及ぼ

す懸念があります。法案が成立をし、限度額が引き

上げられ、新規業務が拡大すれば、郵政グループは

中央銀行、信用金庫、農協など中小地域金融機関の

潜在的脅威から現実的脅威に変わり、地域金融、地

域経済の大きな波乱要因となることは避けられない

と思います。 

 結局、この郵政改革法案は郵政グループやそのも

とにある金融２社に対して国民が求める全国一律

サービスの義務づけを実情免除しながら、その一方

で政府資金など民間にない有利な条件の下で金融業

務を解禁しようというのがねらいであります。この

法案は、こうした郵政グループの利益拡大のため、

その一部を手直しだけであって、郵政、金融、保険

の全国一律サービスの回復という国民の願いには

沿った見直しにはなっていません。郵政民営化を見

直すというなれば、いま私は提案者の土谷議員に意

見を述べましたように、やっぱり民営化そのものを

見直す、ばらばらにされている郵政三事業を公的事

業体として一体化をして全国一律サービスを義務づ

けることが求められているんではないでしょうか。

ただ、郵政改革法案の早期成立だけではだめです。

本当にこの矛盾点をついて、本格的な改革が求めら

れておると思います。 

 よって、先程述べましたように、今回のこの今国

会に継続審査になっております郵政改革法案を早期

成立することにはしたとしても、それは地域経済に

とっても何ら利益をもたらすものではありません。 

 よって、私はこの意見書案に反対をいたします。  

 ぜひ、議員の皆さんのご賛同を求めて討論を終わ

ります。 

○議長（村上和人君）  ほかに討論はありませんか。 

 （「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  これにて討論を終結いたし

ます。 

 これより、意見書案第６号及び意見書案第７号を

一括して採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第６号及び意見書案第７号につ

いては原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第８号を起立により採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

 （起立多数） 

○議長（村上和人君）  起立多数であります。 

 よって、意見書案第８号については原案のとおり

可決されました。 

○議長（村上和人君）  日程第４、議員派遣の件に
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ついてを議題といたします。 

 おはかりいたします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付してあり

ますとおり派遣することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和人君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件については、お手元に配付

してありますとおり派遣することに決定いたしまし

た。 

 なお、やむを得ない事情による変更、または中止

については、その決定を議長に一任願います。 

○議長（村上和人君） 以上で、本定例会に付議さ

れました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これをもちまして、平成２３年第４回豊後高田市

議会定例会を閉会いたします。 

     午前１１時０７分 閉会 
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